
①

②

①

②

③

令和４年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和３年度実績に基づく評価） 作成日 令和 4 年 7 月 25 日
基本目標名 7 市民参加による自立したまちづくり
政　策　名 1 人権を尊重した市民参加によるまちづくり
施　策　名 2 個々の人権を尊重する地域社会の形成と男女共同参画社会の実現

施策関係課 隣保館、家庭児童相談課、産業政策課、教育総務課、学校教育課、生涯学習課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

市人口 人 118,450 117,706 116,982

事業所数（経済センサス調査数） 事業所 6,242 6,236 6,236

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 83.5 83.5 84.0 84.0

実績 76.3 76.2 76.1 78.2

目標 25.5 26.0 26.5 27.0

実績 14.4 14.5 10.6 12.4 市政に関するアンケート調査

目標 25.5 26.0 26.5 27.0 市政に関するアンケート調査

実績 27.1 21.2 22.7 25.4 市政に関するアンケート調査

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3

目標 94.0 94.0 95.0 95.0 目標 45 50 55 60

実績 91.1 90.7 - - 実績 73 9 41 2

目標 121 121 121 121 目標 10 11 12 13

実績 121 121 113 116 実績 10 1 - 2

目標 500 500 550 550 目標 20.0 21.0 22.0 23.0

実績 421 167 305 393 実績 22.6 23.1 23.0 21.8

目標 40.0 41.0 42.0 43.0 目標

実績 41.0 49.8 50.5 56.4 実績

目標 1,000 2,000 400 400 目標

実績 1,403 522 129 169 実績

目標 126 126 126 126 目標

実績 126 126 121 115 実績

目標 3 3 4 4 目標

実績 2 2 - 3 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和３年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和３年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和３年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報
社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性
施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

人権・男女共同参画課

鈴木　弘子

施策の目
的

「対　象」

①市民
②事業所

①市民一人ひとりが、お互いの人権を尊重し合
い、共に生きることのできる社会の実現を目指
す。
①男女が互いに尊重し、社会の対等な構成員と
して、共に社会の様々な分野における活動に参
画できるようにする。
②男女の差別のない、働きやすい職場環境づく
りをする。

①
日頃から人権を意識しながら生活し
ている市民の割合

％

②
男女の地位が平等になっていると考
えている市民の割合（社会全体）

％

成果指標の
取得方法③

男女の地位が平等になっていると考
えている市民の割合（職場） ％

人権意識
の高揚と
人権問題
の解決

①市民
②運動団
体

①日常生活において、
人権を意識している。
②人権に関する問題
が解決されている。
③人権問題に関する
活動が積極的に行わ
れている。

①

人権講演会参加者で「日
頃、人権を意識しながら生
活している」と回答した人の
割合

％
様々な分
野で活躍
できる女性
の育成

①市民（女
性）

①女性が社会のあ
らゆる分野で活動
している。

①
女性リーダー育成の
ための研修会等参
加者数

人

②
人権相談窓口延
べ開設時間数

時間 ②
女性団体が開催
した講座回数

回

③
運動団体が主体で行
う講演会の参加者数

人 ③
市の行政分野におけ
る指導的地位に占める
女性の割合

％

①

男女の役割は固定せず、男女
どちらが仕事をしても家庭にい
ても良いと考えている市民の割
合

％ ①

②
男女共同参画講演会、
研修会延べ参加者数 人 ②

③
男女共同参画相談
窓口延べ開設時間
数

時間 ③

④ 表彰した事業所数 事業所 ③

・ＤＶ防止対策における啓発や女性相談・ＤＶ相談を充実させるとともに、関係機関と連携してＤ
Ｖ被害者の早期発見・早期対応し、被害者救済を支援する。
・男女の差別のない働きやすい職場環境を作るため、事業所向けの研修会を実施する。
・様々な人権問題に対する意識の高揚を図るため、講演会・研修会の内容を充実させていく。ま
た、人権教育・啓発活動を継続的に進めていく。
・女性活躍の推進を図るため、女性リーダー育成のための研修会への参加を支援し、審議会等
への女性委員の登用を推進していく。
・市民（団体）が開催する講座・研修会の支援を行い、自主的な取り組みができるように指導す
る。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・ＤＶ防止対策における啓発のため広報やホームページへの掲載と、ＤＶ相談窓口のチラシを配布し周知を行った。
・ＤＶ被害者等の早期発見、早期対応のため相談業務を行った。
・男女の差別のない働きやすい職場環境作りのため、事業所向けの研修会を実施した。
・人権啓発を推進するため講演会や研修会を計画したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部実施できなかっ
た。
・女性リーダー育成のため講座や研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部実施できなかった。
・審議会等への女性委員の登用を促進するため、女性人材バンクを設置した。
・市民(団体)が開催する講座・研修会の支援を行い、自主的な取組を促した。
【成果指標達成状況】
・「日頃から人権を意識しながら生活している市民の割合」は、78.2％で前年より2.1％上昇したが、目標には届かなかった。
・「男女の地位が平等になっていると考えている市民の割合（社会全体）」は、12.4％で前年より1.8％上昇したが、目標には
届かなかった。
・「男女の地位が平等になっていると考えている市民の割合（職場）」は、25.4％で前年より2.7％上昇したが、目標には届か
なかった。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・人権学習講演会や人権講演会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止
や一部規模を縮小しての開催となった。人権教育指導者養成講座は、人数を減ら
してオンラインにより開催した。
・人権相談は、定例相談は全て実施できたが、特設相談は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、一部実施できなかった。
・運動団体が行う啓発活動等について、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮
し行うように指導、助言した。
【成果指標達成状況】
・人権講演会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施できなかった。
・人権相談の定例相談は実施できたが、特設相談は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため5回予定していたが3回の実施となった。
・運動団体が行う啓発活動等について、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮
しながらの開催となり、目標を下回った。

【基本事業の取組方針達成状況】
・男女の差別のない職場環境を作るため、事業所向けの研修を実施した。
・とちぎウーマン応援塾に1名参加した。
・審議会等委員への女性登用のため、女性人材バンクを設置した。
【成果指標達成状況】
・女性リーダー育成のための研修会参加者数は、新型コロナウイルス感染症
の影響で、5回開催予定だったが2回の実施となり、目標に至らなかった。
・女性団体が開催した講座は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2回の実
施となり、目標に至らなかった。
・「市の行政分野における指導的地位に占める女性の割合」は、前年度を下
回り目標に届かなかった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・女性カウンセリング相談や女性相談を実施し、ＤＶ等を含め46件の相談を受け
た。また、家庭児童相談課では常時相談を行い、61件のＤＶ相談者に対し、婦人相
談員が適切に対応し相談支援を実施した。
・男女共同参画に関する標語・作文を小学生から募集し優れた作品を表彰したが、
表彰式は実施できなかった。代わりにケーブルＴＶで放映し啓発を行った。
・研修会は新型コロナウイルス感染症拡大防止から、一部中止したが、講演会は
オンラインにより実施した。情報紙の発行、ＳＮＳでの発信を行った。
【成果指標達成状況】
・「男女の役割は固定せず、男女どちらが仕事をしても家庭にいても良いと考えて
いる市民の割合」は、目標を13.4％上回った。
・男女共同参画講演会、研修会は新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止し
た。
・男女共同参画相談は、相談日が2日祝日にあたり目標に至らなかった。
・事業所表彰は、3事業所を表彰したが目標に届かなかった。

・市民の人権意識の高揚を促すための事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更等
を余儀なくされたが、開催方法を工夫して感染症に配慮しながら実施した。
・「人権を意識しながら生活している市民の割合」は目標には届かなかったが2.1％上昇した。ネットによ
る誹謗中傷など社会問題が注目を集めている状況で人権についての意識が高まっており、感染症に配
慮しながら啓発活動を実施した。
・「多様な性を理解しサポートするためのガイドライン(職員・教職員)」を作成・配布し、LGBT関連研修会
を開催し理解を促進した。
・パートナーシップ宣誓制度について、導入する方向性を決めた。
・人権相談や女性相談の事業は、必要不可欠な事業のためできる限り実施した。
・ＤＶ防止対策、ＤＶ被害者救済は、関係機関との連携を図り実施した。
・労働局と連携して改正女性活躍推進法説明会を実施した。
・市の行政分野における女性の登用率アップのため、特に審議会等における女性委員の登用を推進す
るため「女性人材バンク」を設置した。

・令和3年度の決算額は48,723千円となり、令和2年度の決算47,608千円と比べ1,115千円の増となっ
た。主な要因は、同和対策集会所維持管理事業費の人件費増による。

【令和４年度で解決する課題】
　「佐野市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」の制
定

【令和５年度以降にも引き継がれる課題】
①市民の人権意識の高揚を図る人権教育と人権啓発の推進
②運動団体や関係機関と連携した人権擁護の推進
③ＤＶ未然防止対策の推進及びＤＶ被害者の安全確保と自立に
向けた支援の充実
④ワークライフバランスに配慮した職場環境整備の促進

【令和５年度重点課題】
⑤パートナーシップ宣誓制度導入に伴う人権啓発の推進
⑥あらゆる分野で活躍できる女性の人材育成と指導的地位への
女性登用の促進

①差別や偏見をなくすため、講演会や研修会等の内容を検討し、
継続的に人権教育・人権啓発活動を行う。
②人権問題にかかる新たな知識の習得のため、運動団体への研
修会の案内を行うとともに、講座等の開催について助言や指導を
行う。
②人権擁護委員や運動団体と連携して、身近で安心して人権相談
ができる体制を維持していく。
③ＤＶ未然防止対策における啓発や女性相談・ＤＶ相談を充実さ
せ、ＤＶ被害者の早期発見・早期対応に務め、被害者救済の支援
を行う。
④男女がともに仕事と子育てや介護等との両立ができるように、
事業所に対しワークライフバランスに配慮した働きやすい職場環
境整備に向けた啓発を行う。
⑤パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い制度の周知と性的マイ
ノリティの人権啓発を推進する。
⑥女性のキャリアアップ推進を図るため講座等開催とともに女性
人材バンク活用を促進する。

成果指標
設定の考え方

①市民の人権に対する意識の度合いを表して
いるため、指標とした。
②市民の男女平等に対する意識の度合いを表
しているため、指標とした。
③職場における男女の地位が平等になってい
る市民の割合を把握することで、女性の出産や
育児に対する事業所の理解を測ることができる
ため指標とした。施策の目

的
「意　図」

男女共同
参画の意
識づくりの

推進

①市民
②事業所

①男女共同参画の
理解を深めてい
る。
②働きやすい職場
環境を作る。

施
策

基
本
事
業

人権意識
の高揚と
人権問題
の解決

・いろいろな人権問題に市民が関心
を持ち、人権に配慮した行動がとれ
るように人権学習講演会・人権講演
会等を開催し、教育・啓発を行う。
・人権相談について、関係機関や関
係団体と連携を図り、身近で安心し
て相談ができる体制を整える。
・運動団体が行う市民啓発活動や会
員の自己啓発・自立支援事業等の活
動を支援し、団体の自主的な取り組
みを指導する。

様々な分
野で活躍
できる女性
の育成

・男女共同参画社会の構築を目指
し、男女の差別のない働きやすい職
場環境を作るため、事業所向けの研
修を実施する。
・女性のエンパワーメントの向上を図
るため、とちぎウーマン応援塾に市
民（女性）を派遣する。
・審議会等に女性委員が多く登用さ
れるように、各課や市民への意識改
革を図るとともに、より多くの人材が
登用されるような制度を整える。

男女共同
参画の意
識づくりの
推進

・関係機関や関係課と連携を強化し、
DV相談の充実、DV被害者の早期発
見・早期対応、また、被害者救済の
啓発や情報提供を行い、被害者救済
を支援する。
・学校教育、社会教育、家庭教育等
の場で、男女共同参画の視点に立っ
た教育の充実を図る。
・講演会、研修会の開催、情報紙の
発行、SNSを使っての情報発信によ
り、男女共同参画についての意識の
向上を図る。

施
策
の
基
本
情
報

・国の第３次男女共同参画基本計画での女性の政策・方針決定過程への参画拡大については、「２０２０
年３０％」の目標達成が緊急の課題とされている。
・平成28年4月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が施行され
た。
・平成28年6月議会で佐野市男女共同参画都市宣言が議決された。
・平成28年8月に平成31年度に佐野市において日本女性会議を開催することが決定されたが、災害によ
り開催できなかった。
・全国的な動きとともに、県内でもＬＧＢＴ対応を進める自治体が増えてきている。
・令和2年3月に佐野市男女共同参画プラン(第3期)を策定した。
・令和2年12月に国の男女共同参画基本計画(第5次)が策定された。
・令和3年2月に県のとちぎ男女共同参画プラン[5期計画]が策定された。
・令和3年3月に公表された日本のジェンダーギャップ指数は156か国中120位であった。
・令和4年7月に公表された日本のジェンダーギャップ指数は146か国中116位であった。

・人権に配慮して行動する。
・職場、学校、地域及び家庭での男女共
同参画の推進に努める。

・事業所内での人権学習、人権啓発を
実施する。
・雇用や待遇における差別的取扱いを
行わない。
・女性が能力を発揮できる職場環境を
つくる。

・人権及び男女共同参画に関する教育や啓
発を推進し、相談体制の充実を図る。
・職場、学校、地域及び家庭での人権尊重と
男女共同参画の環境づくりを推進する。
・市民等と協働、連携し、率先して男女共同
参画に取り組む。
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